
医師の専門研修制度について
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従来の専門医認定（～H29）と新たな専門医認定（H30～）の比較

3



専門研修プログラムの研修施設群のイメージ

日赤Ｃ医療センター：３００床
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専門医制度における都道府県の役割
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新しい専門医制度に対する都道府県の役割

平成30年7月、国・都道府県からの意見を日本専門医機構・学会
がプログラムに反映する仕組みが法制化。

（平成29年6月27日厚生労働省医政局医事課長通知）
○新たな専門医の仕組みの実施に当たって、医師が偏在することなく専門医の質を高める体制が構築され
るよう、各都道府県に設置される協議会において、地域医療確保の観点から、関係者間で協議を行う。

○都道府県協議会は、プログラムの認定・運用状況の確認に当たって、地域医療提供体制を現状より悪化
させることがないか協議し、修正が必要な内容があった場合等は機構へ意見を各学会へ修正を要望。

厚生労働省

日本専門医機構

プログラムを認定

各学会プログラムを申請

プログラムの運用状況
等の情報提供

意見 意見

地域医療対策協議会

＜意見提出のイメージ＞
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・令和３年度に県および国が日本専門医機構等に提出した意見
・上記に対する同機構の回答および現在の対応状況
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資料３－２ 別冊資料の14～21ページ参照



県内の専門研修プログラムの状況
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令和４年度専攻医募集 都道府県別診療科別一覧表（R4.3.31確定値）



県内基幹施設の専門研修プログラム新規登録者数（Ｒ４年度）

※本県に基幹施設の無い臨床検査は除く。 参考：令和３年度新規登録者数 94名 12

　　　　　　　　　　　　　　診療科
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膚
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科
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療
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合
計

滋賀医科大学医学部附属病院 20 2 4 5 7 6 1 4 2 1 3 2 6 1 2 66

大津市民病院 2 1 3

大津赤十字病院 5 1 1 1 2 10

ＪＣＨＯ滋賀病院 0

淡海医療センター 3 3

滋賀県立総合病院 3 3 1 1 8

済生会滋賀県病院 4 7 11

近江八幡市立総合医療センター 1 4 5

東近江総合医療センター 0

彦根市立病院 0

市立長浜病院 2 2

高島市民病院 0

大津ファミリークリニック 0

弓削メディカルクリニック 2 2

浅井東診療所 3 3

診療科　合計 40 3 4 5 8 16 1 4 3 1 3 3 14 1 0 0 2 5 113

R4シーリング数 7 -
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令和３年度専攻医都道府県別 採用数の推移（R3.3.31確定値）
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令和３年度専攻医 都道府県別診療科別一覧表①（R3.3.31確定値）
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令和３年度専攻医 都道府県別診療科別一覧表②（R3.3.31確定値）
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県内の専攻医の動向について まとめ （R4.6.1現在）

【平成30年度～令和２年度までの３年間の分析】

○ 平成30年度の新専門医制度の開始から専攻医数は年々増加

○ 専攻医の増加に伴い、大津・湖南圏域（Ａ群）から甲賀・東近江・湖東・湖北・湖西圏域（Ｂ群）への流動が

見られた。

【令和３年度～令和４年度までの２年間の分析】

○ 令和３年度は、多くの診療科では３年で専門研修が修了するため、研修を終えた専攻医と、新たに研修
を開始した専攻医の入れ替わりがあった年度であったが、専攻医数は令和２年度よりもさらに増加した。
○ 令和３年度から令和４年度にかけて、専攻医数はさらに増加した。

○ 令和３年度と令和４年度を比較すると、専攻医の各圏域への分布はほぼ同じ割合となった。

○ 今後も、同様に専攻医が流動することで、医師の分布は同程度の割合で推移していくと予想される。

○ 新専門医制度による医師確保・偏在解消の効果がみられる。

○ ただし、制度が開始されまだ５年であるため、今後も専攻医の動向に
注視していく必要がある。

○ 全体として、県内の専攻医は増加傾向にあるものの、令和４年度にお
いては、専攻医定員数２４８人に対し、実際は１１３人の採用であったため
引き続き専攻医を確保する取組が必要である。



募集定員のシーリングについて
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将来の診療科ごとの医療の需要の明確化

○ 現在、医師数は継続的に増加している一方、その増分は一部の診療科に集中しており、診
療科ごとの労働時間には大きな差が存在している。

○ 一方、現行では、診療科別の医師ニーズは不明確であり、医師は臨床研修了後に自主的に
主たる診療科を選択している。

○ また、新専門医制度においても診療科偏在の是正策は組み込まれていない。
○ 医師が、将来の診療科別需要を見据えて適切に診療科選択ができる情報提供の仕組みが
必要。

現状と課題

○ 医師需給分科会第２次中間とりまとめにおいては、「医師が、将来の診療科別の医療ニーズ
を見据え、適切に診療科を選択することで診療科偏在の是正につながるよう、人口動態や疾
病構造の変化を考慮した診療科ごとに将来必要な医師数の見通しを、国全体・都道府県ごと
に明確化し、国が情報提供すべきである。」

対応

18



19

日本専門医機構がシーリングを検討するための協議体を設置し、各学会や都道府県からのヒヤリン
グ等を踏まえ検討がなされ、例年２月～３月頃に開かれる理事会において次年度のシーリング（案）
が承認されている。

・

以降



日本専門医機構の
2023年度専攻医募集シーリング案
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2021年度専攻医採用および2022年度のシーリングについて
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2023年度専攻医募集におけるシーリング（案）の基本的な考え方
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2023年度の特別地域連携プログラムの見込まれる効果



参考
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2021年度シーリング計算方法のまとめ①



2021年度シーリング計算方法のまとめ②

26



専門研修における連携プログラム
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専攻医採用数 都道府県別一覧表
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2018年足下充足率

29



令和４年度第１回医師専門研修部会における主な意見①

30

１．特別地域連携プログラムについて

【シーリングに関すること】
〇 シーリングの外に上乗せされることから、逆に医師偏在の助長が危惧されるため、シーリン
グ本来の趣旨を踏まえた対応を検討すべき。

〇 本来シーリング対象外都道府県で専門研修を受けようと思っていた医師が、２年間都市部
で研修できるのであれば、特別地域連携プログラムに応募することも考えられる。

【既存の連携プログラムに関すること】
〇 既存の連携プログラムが導入されてどのように実際に運用され、効果が出てきているかどう
かについての分析・評価が十分にできていない。

【専攻医の採用に関すること】
〇 特別地域連携プログラムは、別枠で手を挙げる方式にした方が、選考時の不公平感につな
がらないのではないか。

〇 どのような病院・教育内容で研修を行うかという点を明らかにし、専攻医の意思を確認した
上で採用するルール付けをしていただきたい。

〇 新たな取組みであるため、これに関わる医師に対してなるべく早く情報を提供して、適切に
運用される必要がある。



令和４年度第１回医師専門研修部会における主な意見②

31

１．特別地域連携プログラムについて

２．子育て支援加算について

【連携先の設定に関すること】
〇 地方でも、ミニ一極集中、すなわち医学部所在都市は医師が多く、そこから離れた医療圏域
では、医師不足という課題がある。そのような場所にある医療機関が連携先になるのは問題。

〇 地域の医師偏在問題を解決・調整するために各都道府県には地域医療計画や、地域医療
構想がある。それを踏まえた連携先の設定にあたっては、ある程度厚生労働省が調整役にな
るべき。

〇 足下充足率が0.7を下回る都道府県がない診療科においては、どこで研修を受けるか明確
にすべき。

〇 子育て支援加算については、環境整備や一定の基準を満たしているといった客観的な基準
や、実際に育休を取得した人数といった実績を考慮することが重要。

〇 実績を勘案するときには、病院や専攻医の規模も係数に入れる等して、規模の小さいプロ
グラムが不利にならないようにすべき。



令和５年度のシーリングについて
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令和５年度募集定員のシーリング対象となる診療科

滋賀県は、小児科がシーリング対象。

2024 2020 2019 2018 2023 2023

医師数
（仕事量）

Ａ

必要医師数
（勤務時間
調整後）
Ｂ

必要医師数
（勤務時間
調整後）
Ｃ

専攻医
採用数

専攻医
採用数

専攻医
採用数

シーリ
ング数

F

シーリ
ング数
(調整後)

G

内科 1,120 1,264 1,329 31 32 33 28 54
小児科 235 231 208 7 6 7 7 1 7 7
皮膚科 79 98 98 3 3 4 2 4
精神科 133 167 165 5 6 4 4 7
整形外科 215 234 246 6 9 5 3 10
眼科 126 132 135 3 4 3 2 4

耳鼻咽喉科 108 101 100 3 3 3 4 1 4 0 ①
泌尿器科 93 88 92 5 5 3 6 2 6 0 ②
脳神経外科 75 89 95 1 1 2 0 5
放射線科 92 78 78 2 1 3 3 0 3 0 ①
麻酔科 101 111 112 4 1 7 5 4
形成外科 31 40 42 0 0 0 0 2

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 24 27 28 0 0 0 0 1

過去3年
採用数
平均

D

2024年の
必要医師数を
達成するため
の年間養成数

E

2018 対
象
外
理
由

・シーリングの対象とする各都道府県の診療科は、2018年医師数（仕事量）（A）が、必要医師数（勤務時間調整
後）(B)および2024年の必要医師数（勤務時間補正後）(C)と同数あるいは上回る診療科。
※外科、産婦人科、病理診断科、臨床検査、救急、総合診療はシーリング対象外

・シーリング数 (F)は、「過去3年採用数平均」(D)から、「2024年の必要医師数を達成するための年間養成数」と
「過去3年採用数平均」の差分(E-D)の一定割合(20%）を引いた数(D-(E-D)×20%)
但し、過去3年の採用数のいずれかが10未満の診療科は、シーリング数を過去3年の採用数の大きい方とする。また、①シーリング数
が５以下の場合または②過去３年の採用数の平均が５以下の都道府県別診療科はシーリングの対象外。
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令和５年度の専攻医募集定員（予定）

【新規基幹施設予定（R5～）】
淡海医療センター 麻酔科

※本県に基幹施設の無い臨床検査は除く。
※募集定員のシーリング調整前

34

　　　　　　　　　　　　　　診療科

基幹施設名
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科
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科
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療
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計

滋賀医科大学医学部附属病院 21 10 7 6 12 6 10 5 6 7 3 6 15 2 6 3 2 - 127

大津市民病院 4 2 6

大津赤十字病院 16 3 10 5 3 3 2 3 45

ＪＣＨＯ滋賀病院 2 2

淡海医療センター 4 6 10

滋賀県立総合病院 4 2 2 8

済生会滋賀県病院 7 9 5 21

近江八幡市立総合医療センター 10 3 2 5 20

東近江総合医療センター 3 3

彦根市立病院 3 3

市立長浜病院 3 3

高島市民病院 2 2

大津ファミリークリニック 2 2

弓削メディカルクリニック 8 8

浅井東診療所 4 4

診療科　合計 75 13 7 6 22 23 13 5 8 9 3 9 32 2 14 3 2 18 264

R5シーリング数 7 -



今年度の確認事項について
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医師法第16条の10の規定に基づく専門研修に関する協議について
（令和4年7月22日厚生労働省医政局医事課事務連絡）

（１）国から都道府県への協議に関する意見

医師専門研修部会での特別地域連携プログラム、子育て支援加算等に関する議論を踏まえた、都道
府県内の医師確保対策や偏在対策に対する影響について。

（２）個別のプログラムに関する意見

個別のプログラムの内容について、例えば次に掲げる条件を満たすことなどにより、都道府県内の医師
確保対策や偏在対策に資するものとなっていること。

・ プログラムの連携施設の設定、ローテーションおよび採用人数が都道府県の偏在対策に配慮された
ものであること。
・ プログラムの廃止がある場合は、それによって地域の医療提供体制に多大な影響を与えないこと。
・ 特定の地域や診療科において従事する医師を確保する観点から、地域枠等の従事要件に配慮され
た研修プログラムであること。

（３） 各診療領域のプログラムに共通する意見
各診療領域のプログラムに共通する内容については、例えば、次に掲げる条件を満たすことなどによ
り、都道府県内の医師確保対策や偏在対策に資するものになっていること。

・ 小児科、精神科、外科、産婦人科、麻酔科および救急科については、都道府県ごとに複数の基幹施
設が置かれていること。
・ 診療科別の定員配置が都道府県内の医師確保対策や偏在対策に資するものになっていること。

都道府県での確認事項
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②意見（案）

【特別地域連携プログラムに関する意見】
〇 特別地域連携プログラムの定員については、現行シーリングの枠外に設けられているため、
都市部等のシーリング対象都道府県の医師が増え、今まで以上に地域偏在が助長されること
が懸念されることから、地域偏在と診療科偏在の解消というシーリング本来の趣旨を踏まえて、
シーリングの枠内で実施されることが望ましい。

【子育て支援加算に関する意見】
〇 子育て支援加算については、そもそも各医療機関が当然に子育て支援に取り組むべきもの
であり、シーリングの趣旨に合わないのではないか。

〇 子育て支援加算を導入するのであれば、各医療機関の規模等に配慮しながら、子育て支援
に関する一定の基準を設ける必要があるのではないか。

①確認すべき事項

都道府県での確認事項 （１）国から都道府県への協議に関する意見

医師専門研修部会での特別地域連携プログラム、子育て支援加算等に関する議論を踏まえた、
都道府県内の医師確保対策や偏在対策に対する影響について。

37



②意見（案）

【その他の意見】
〇 「医師確保計画」では、国のガイドラインに基づき、産科と小児科は個別の計画を策定する
こととなっており、相対的に医師が多い地域でも医師確保が必要とされている。このことと整合
を図るため、シーリングにより小児科医の確保に支障が出ることがないよう、小児科について
も産科と同様、シーリング対象外とすべき。
特に本県においては、不登校や発達障害などの心の問題を抱えた児童の増加に伴い、児
童・思春期に係る精神外来の待機患者数が増加していることなどから、こどもの「こころの健
康」に力を入れて取り組んでおり、子供のこころを専門とする小児科医および精神科医の確
保・育成が必要である。
また、本県の年少人口の減少は大変緩やかであり、平成20年（2008年）からの年少人口減
少率では、令和25年（2043年）時点には本県74.5％と全国66.3％と8.2％の差がみられ、将来
の小児科医の医療需要が全国と比べ高くなることが推測されることから、地域の実情を踏まえ、
小児科をシーリングの対象とすること。【継続】

〇 シーリング対象となった場合の定員調整の主体は関係領域学会とされているが、その調整
手法等について必ずしも明確でないため、示していただきたい。【継続】

都道府県での確認事項 （１）国から都道府県への協議に関する意見
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②意見（案）

【その他の意見】
〇 そもそもシーリングの基となる必要医師数については、機械的に算出された数値であり、適
切なものであるとは言えないため、地域の実情等を考慮した適切な都道府県別診療科ごとの
将来必要な医師数に基づき実施すべきである。【新規】

〇 都道府県が日本専門医機構のシーリング案の内容等について検証できるよう、シーリング
に係る算定基礎データや改善効果等について、提供いただきたい。【継続】

〇 地域枠医師等をシーリング枠外とする運用については、従事義務のある都道府県に限り対
象となることを各基幹施設に対して周知徹底すること。
（令和２年度、県外基幹施設の専門研修プログラム責任者が、地域枠等医師であれば、すべ
て枠外で採用できるという誤った認識をしていたことで、本県地域枠医師が専門研修を開始で
きなかった事案があった）【継続】

〇 令和５年度シーリング（案）について、例年どおり過去３か年（2020～2022年）の採用数を用
いて再計算を行うこと。再計算を行わない場合は、合理的な理由を説明すること。【継続】

都道府県での確認事項 （１）国から都道府県への協議に関する意見

39



②意見（案）

【その他の意見】
〇 新型コロナウイルス感染症の急速な拡大に対応した一定の配慮が必要である。例えば、新
型コロナウイルス感染症対策にかかる医療需要が急増していることや長期化が想定されるこ
とに鑑み、地域医療提供体制を維持するため、少なくとも関係する診療科については、シーリ
ングを令和５年度募集分から当面の間取り止めるべきではないか。【継続】

〇 新型コロナウイルス感染症に係る医療需要は、必要医師数の算定に反映されていない。こ
のような予測不能な事態に係る医療需要についても一定の係数を乗じるなど定量的に算定し、
少し余裕（のりしろ部分）を持って算定することも検討すべきではないか。【継続】

都道府県での確認事項 （１）国から都道府県への協議に関する意見
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①確認すべき事項

都道府県での確認事項 （２）個別のプログラムに関する意見

例えば次に掲げる条件を満たし、都道府県内の医師確保対策や偏在対策に資するものになっていること
を確認する。
・ プログラムの連携施設の設定、ローテーションおよび採用人数が都道府県の偏在対策に配慮されたも
のであること。
・ プログラムの廃止がある場合は、それによって地域の医療提供体制に多大な影響を与えないこと。
※該当なし
・ 特定の地域や診療科において従事する医師を確保する観点から、地域枠等の従事要件に配慮された
研修プログラムであること。

41

②現況

・ 今回、専門研修プログラムを確認したところ、全４８プログラム中４１プログラムにおいて、県内で比較的
医師が不足する地域（大津・湖南圏域以外）の医療機関が連携施設に登録されており、県内で比較的医
師が充足している大津・湖南圏域のみでローテーションが構成されているプログラムは７プログラムであっ
た。

・ 県内の専攻医数は年々増加しているものの、令和４年度における専攻医の定員数２４８名に対し、採用
人数は１１３名（定員充足率45.5％）であった。

・ 現在、滋賀県では地域枠医師に診療科制限を設けていないため、滋賀県内の基幹施設のプログラムで
あれば自由に診療科を選択することが可能。また、県外で研修を行う場合も、中断期間（就業義務年限が
9年の場合、4年間。6年の場合3年間）を設けているため、これを超えない範囲で県外研修も可能。
今回、専門研修プログラムを確認したところ、上記中断期間を超える県外勤務を義務付けているプログラ
ムはなく、地域枠医師が県内で従事要件を満たすことができる専門研修プログラムが複数存在した。



都道府県での確認事項 （２）個別のプログラムに関する意見
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③見解

・ 一部のプログラムにおいて、県内で比較的医師が充足している大津・湖南圏域のみでのロー
テーションが設定されているものの、全体の85％のプログラムにおいては、県内で比較的医師が
不足する地域の医療機関へのローテーションが設定されており、都道府県の医師偏在対策に配
慮されたプログラムとなっている。

・ とはいえ、令和４年度において、専攻医定員数248名に対し、採用数113名（定員充足率45.5％）
であり、引き続き専攻医確保の取組が必要な状況である。

・ 地域枠の従事要件への配慮については、地域枠医師が県内で従事要件を満たすことができる
専門研修プログラムが複数あるため、地域枠等の従事要件に配慮された研修プログラムである
と考えられる。



都道府県での確認事項 （２）個別のプログラムに関する意見
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④回答（案）

【プログラムの連携施設およびローテーションの設定に関する意見】
全体の85％のプログラムにおいて、県内で医師が比較的不足している地域の医療機関が連

携先・ローテーション先として組み込まれており、都道府県の医師偏在対策に資するものとなっ
ていることを確認した。

【プログラムの採用人数に関する意見】
令和４年度において、専攻医の定員数の50％未満の採用数しか確保できておらず、各診療

科・医療機関において、引き続き専攻医を確保するための取組が必要である。そのため、日本
専門医機構や各領域学会から、各診療科・医療機関に対し、専攻医にとって魅力あるプログラ
ムを作るための支援等を実施されたい。

【プログラムの廃止に関する意見（該当する場合のみ）】
該当なし

【地域枠医師等への配慮に関する意見】

地域枠医師が県内で従事要件を満たすことができる専門研修プログラムが複数あり、地域枠
等の従事要件に配慮された研修プログラムとなっていることを確認した。

【その他の意見】
意見なし



①確認すべき事項

都道府県での確認事項 （３）各診療領域のプログラムに共通する意見

例えば次に掲げる条件を満たし、都道府県内の医師確保対策や偏在対策に資するものとなっ
ていることについて確認する。
・ 小児科、精神科、外科、産婦人科、麻酔科および救急科については、都道府県ごとに複数
の基幹施設が置かれていること。
・ 診療科別の定員配置が都道府県内の医師確保対策や偏在対策に資するものになっている
こと。

44

②現況

・ 精神科において基幹施設が滋賀医科大学医学部附属病院のみである。
小児科、外科、産婦人科、麻酔科および救急科については、複数の基幹施設が置かれてい
る。（小児科２、外科２、産婦人科２、麻酔科６、救急３）

・ 今回、専門研修プログラムを確認したところ、全ての診療科において、県内で比較的医師が
不足する地域（大津・湖南圏域以外）の医療機関が連携施設に登録されており、県内で比較
的医師が充足している大津・湖南圏域のみでローテーションが構成されている診療科はなかっ
た。

・ 令和４年度における県内の専攻医定員数248名に対し、採用数113名であり、定員充足率は
45.5％であった。



都道府県での確認事項 （３）各診療領域のプログラムに共通する意見
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③見解

・ 精神科については、他に基幹施設となりうる医療機関がないことを平成29年度の滋賀県専門
研修プログラム協議会において協議済みであるが、引き続き基幹施設を増やす取組が必要で
ある。

・ 小児科、外科、産婦人科、麻酔科および救急科については、複数の基幹施設が置かれてお
り、医師確保対策に資するものになっている。

・ 県内で比較的医師が充足している大津・湖南圏域のみでローテーションが構成されている診
療科はなく、医師偏在対策に資するものとなっている。

・ しかし、令和４年度における専攻医全体の定員数248人に対し、採用数は113人（定員充足率
45.5％）であり、引き続き専攻医を確保するための取組が必要。



都道府県での確認事項 （３）各診療領域のプログラムに共通する意見
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④回答（案）

【複数の基幹施設設置に関する意見（小児科、精神科、外科、産婦人科、麻酔科、救急科）】

精神科においては、現在１つの基幹施設しか置かれておらず、引き続き基幹施設を増やすよ
う医療機関への働きかけが必要であるため、日本専門医機構および領域学会からも支援を実
施されたい。

小児科、外科、産婦人科、麻酔科および救急科においては、既に複数の基幹施設が置かれて
おり、医師確保対策に資するものになっていることを確認した。

【診療科別の定員配置に関する意見】

県内における全診療科の専門研修プログラムを確認したところ、全ての診療科において、県内
で比較的医師が不足する地域（大津・湖南圏域以外）の医療機関が連携施設に登録されており、
県内で比較的医師が充足している大津・湖南圏域のみでローテーションが構成されている診療
科はなかった。
しかし、令和４年度における専攻医の定員充足率は50％未満であるため、引き続き専攻医の
採用数を増やすための取組が必要である。

【その他の意見】
意見なし



厚生労働大臣へ提出する意見（案）
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＜まとめ＞



厚生労働大臣へ提出する意見（案）

（１）国から都道府県への協議に関する意見

48

【特別地域連携プログラムに関する意見】
〇 特別地域連携プログラムの定員については、現行シーリングの枠外に設けられているため、都市部等のシー
リング対象都道府県の医師が増え、今まで以上に地域偏在が助長されることが懸念されることから、地域偏在
と診療科偏在の解消というシーリング本来の趣旨を踏まえて、シーリングの枠内で実施されることが望ましい。

【子育て支援加算に関する意見】
〇 子育て支援加算については、そもそも各医療機関が当然に子育て支援に取り組むべきものであり、シーリン
グの趣旨に合わないのではないか。

〇 子育て支援加算を導入するのであれば、各医療機関の規模等に配慮しながら、子育て支援に関する一定の
基準を設ける必要があるのではないか。



厚生労働大臣へ提出する意見（案）

（１）国から都道府県への協議に関する意見

49

【その他の意見】
〇 「医師確保計画」では、国のガイドラインに基づき、産科と小児科は個別の計画を策定することとなっており、
相対的に医師が多い地域でも医師確保が必要とされている。このことと整合を図るため、シーリングにより小児
科医の確保に支障が出ることがないよう、小児科についても産科と同様、シーリング対象外とすべき。
特に本県においては、不登校や発達障害などの心の問題を抱えた児童の増加に伴い、児童・思春期に係る
精神外来の待機患者数が増加していることなどから、こどもの「こころの健康」に力を入れて取り組んでおり、子
供のこころを専門とする小児科医および精神科医の確保・育成が必要である。
また、本県の年少人口の減少は大変緩やかであり、平成20年（2008年）からの年少人口減少率では、令和25
年（2043年）時点には本県74.5％と全国66.3％と8.2％の差がみられ、将来の小児科医の医療需要が全国と比
べ高くなることが推測されることから、地域の実情を踏まえ、小児科をシーリングの対象とすること。【継続】

〇 シーリング対象となった場合の定員調整の主体は関係領域学会とされているが、その調整手法等について
必ずしも明確でないため、示していただきたい。【継続】

〇 そもそもシーリングの基となる必要医師数については、機械的に算出された数値であり、適切なものであると
は言えないため、地域の実情等を考慮した適切な都道府県別診療科ごとの将来必要な医師数に基づき実施す
べきである。【新規】

〇 都道府県が日本専門医機構のシーリング案の内容等について検証できるよう、シーリングに係る算定基礎
データや改善効果等について、提供いただきたい。【継続】



厚生労働大臣へ提出する意見（案）

（１）国から都道府県への協議に関する意見
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【その他の意見】
〇 地域枠医師等をシーリング枠外とする運用については、従事義務のある都道府県に限り対象となることを各
基幹施設に対して周知徹底すること。
（令和２年度、県外基幹施設の専門研修プログラム責任者が、地域枠等医師であれば、すべて枠外で採用でき
るという誤った認識をしていたことで、本県地域枠医師が専門研修を開始できなかった事案があった）【継続】

〇 令和５年度シーリング（案）について、例年どおり過去３か年（2020～2022年）の採用数を用いて再計算を行う
こと。再計算を行わない場合は、合理的な理由を説明すること。【継続】

〇 新型コロナウイルス感染症の急速な拡大に対応した一定の配慮が必要である。例えば、新型コロナウイルス
感染症対策にかかる医療需要が急増していることや長期化が想定されることに鑑み、地域医療提供体制を維
持するため、少なくとも関係する診療科については、シーリングを令和５年度募集分から当面の間取り止めるべ
きではないか。【継続】

〇 新型コロナウイルス感染症に係る医療需要は、必要医師数の算定に反映されていない。このような予測不能
な事態に係る医療需要についても一定の係数を乗じるなど定量的に算定し、少し余裕（のりしろ部分）を持って
算定することも検討すべきではないか。【継続】



厚生労働大臣へ提出する意見（案）
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（２）個別のプログラムに関する意見

【プログラムの連携施設およびローテーションの設定に関する意見】
〇 全体の85％のプログラムにおいて、県内で医師が比較的不足している地域の医療機関が連携
先・ローテーション先として組み込まれており、都道府県の医師偏在対策に資するものとなってい
ることを確認した。

【プログラムの採用人数に関する意見】
〇 令和４年度において、専攻医の定員数の50％未満の採用数しか確保できておらず、各診療科・
医療機関において、引き続き専攻医を確保するための取組が必要である。そのため、日本専門医
機構や各領域学会から、各診療科・医療機関に対し、専攻医にとって魅力あるプログラムを作るた
めの支援等を実施されたい。

【プログラムの廃止に関する意見（該当する場合のみ）】
〇 該当なし

【地域枠医師等への配慮に関する意見】
〇 地域枠医師が県内で従事要件を満たすことができる専門研修プログラムが複数あり、地域枠等
の従事要件に配慮された研修プログラムとなっていることを確認した。

【その他の意見】
〇 意見なし



厚生労働大臣へ提出する意見（案）

（３）各診療領域のプログラムに共通する意見

【複数の基幹施設設置に関する意見（小児科、精神科、外科、産婦人科、麻酔科、救急科）】
〇 精神科においては、現在１つの基幹施設しか置かれておらず、引き続き基幹施設を増やすよう医
療機関への働きかけが必要であるため、日本専門医機構および領域学会からも支援を実施された
い。
小児科、外科、産婦人科、麻酔科および救急科においては、既に複数の基幹施設が置かれており、
医師確保対策に資するものになっていることを確認した。

【診療科別の定員配置に関する意見】
〇 県内における全診療科の専門研修プログラムを確認したところ、全ての診療科において、県内で
比較的医師が不足する地域（大津・湖南圏域以外）の医療機関が連携施設に登録されており、県内
で比較的医師が充足している大津・湖南圏域のみでローテーションが構成されている診療科はな
かった。
しかし、令和４年度における専攻医の定員充足率は50％未満であるため、引き続き専攻医の採
用数を増やすための取組が必要である。

【その他の意見】
〇 意見なし
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